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令和５年竹田市農業委員会第８回総会議事録 

 

１．日 時 令和５年７月２０日(木) 午後２時００分 ～ 午後２時４０分 

  

２．場 所 竹田市役所 ３階委員会室 

 

３．出席委員 １３名 

１番 山本 昭雄  ２番 改木 謙士  ３番 猪 九州男  ４番 首藤 德子  ５番 秦 志喜男 

６番 児玉 淳一 ７番 坂本 大蔵  ８番 上野 一男  ９番 本郷 敦子  10番 島村 宏司 

11番 工藤 明秀   12番 後藤 恵美子 13番 森   哲秀 

 

４．欠席委員 0名 

 

５．農業委員会事務局職員 

事務局長：橋爪妙子、 次長：堀貴美子、 管理係長：渡部夕樹、農地係：河﨑凌央 

 

６．議事 

 議案第５２号 竹田市農政審議会委員の選出について 

 議案第５３号 竹田市農業再生協議会会員の選出について 

議案第５４号 竹田市地籍調査推進委員会委員の選出について 

議案第５５号 竹田市人・農地プラン策定検討委員会委員の選出について 

議案第５６号 竹田市経営・生産対策推進会議委員の選出について 

議案第５７号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

 

 

事務局長 

みなさんこんにちは。農業委員会事務局長の橋爪です。 

出席状況をご報告します。委員総数１３名、本日の出席委員は１３名であります。農業委員会等に

関する法律第２７条第３項の規定により出席者が過半数を超えておりますのでこの総会は成立して

いることをご報告申し上げます。 

なお、ただいまの皆様の議席順につきましては仮の議席となっておりますのでご了承をお願いし

ます。 

本日は最初の農業委員会の総会でございますので農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規

定により市長が招集しております。 

通常の総会であれば会長が議長となりますがまだ会長が決まっておりません。普通地方公共団体

の議会の議長の場合は地方自治法第１０７条に年長の議員が臨時議長を行うとされていますが農業

委員会の総会についてはその定めがございませんので、議会にならい会長が決まるまで年長の委員

にその臨時議長として議事運営をお願いしたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（異議なしの声） 

（１４時００分） 
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事務局長 

本日の出席委員の中で森哲秀委員が年長ですので森委員お願いします。前の議長席にお着きくだ

さい。 

 

臨時議長 

ただいま臨時議長ということで指名を受けました森哲秀でございます。会長が選出されるまでの

間、臨時議長を務めさせていただきたいと思いますので議事進行につきまして皆様方のご協力をお

願い申し上げます。 

はじめに委員の自己紹介を行います。猪委員から順次ご起立の上、氏名の紹介をお願いします。 

(委員各自自己紹介) 

 

臨時議長  

次に、事務局の自己紹介をお願いします。 

(事務局各自自己紹介) 

 

臨時議長 

 それでは只今から竹田市農業委員会第８回総会を開会いたします。本日の日程はお手元に配布し

てあります日程に基づきまして進行してまいります。 

事務局に日程３、会長の選出について説明を求めます。 

 

事務局長 

 竹田市農業委員会第８回総会議案書をお開きください。日程３について説明申し上げます。会長

の選出については農業委員会等に関する法律第５条第２項に会長は委員が互選したものを充てると

なっています。 

互選は相互に選挙することですので投票によって行うのが原則ですが指名推選の方法によること

も差しつかえないとなっています。 

最初に投票で選出する方法をご説明します。地方自治法１１８条において準用している公職選挙

法の規定にもとづき候補者１人の記載、無記名とする秘密投票、有効投票の４分の１以上を得た最

多得票者が当選者となります。 

次に指名推選の方法でございますが出席者全員の同意が必要となります。まず指名推選で選考す

ることについて出席者全員の同意を得ることが必要となります。次に会長に選出する方について全

員の同意を得ることが必要となります。以上で選挙の方法等の説明を終わります。 

  

臨時議長 

 只今事務局から会長選出につきましては投票による選出か指名推選による選出の説明がありまし

た。皆さんにお計りをいたします。意見はありませんか。有る方は挙手をお願いします。 

 

臨時議長 

工藤委員 

 

工藤明秀委員 

会長を指名推選する方法でお願いしたいと思います。 

 

臨時議長 
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 只今、工藤委員から指名推選との意見がありましたが他に意見ございませんか。 

 

山本昭雄委員 

 同じです。 

 

臨時議長 

 それでは指名推選で選出するということでよいですか。 

（全員賛同） 

  

臨時議長  

 それでは指名推選ということでどなたを推薦されますか。 

  

臨時議長   

工藤委員 

 

工藤明秀委員 

 森哲秀さんを推薦いたします。 

 

臨時議長 

 指名推薦ということで森哲秀という意見がありましたが皆さんどうでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

 

臨時議長 

全会一致で承認ということでありがとうございます。 

 

会長 

 （会長就任のあいさつ） 

  

議長 

事務局に日程４、副会長の選出について説明を求めます。 

 

事務局長 

それでは日程４について説明申し上げます。副会長の選出には定めがありませんのでその方法に

ついては会長と同様に委員の互選で決定していただきたいと考えています。 

 

議長 

投票による選出か、指名推選による選出か皆さんにお計りを申し上げたいと思います。意見はあ

りませんか。有る方は挙手をお願いします。 

 

議長 

本郷委員。 

 

本郷敦子委員 

指名の方法でよいと思います。 
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議長 

 只今、指名との意見がありましたが他に意見ございませんか。 

 

議長 

 それでは指名推選で選出するということでよいですか。 

（全員賛同） 

  

 暫時休憩します。 

 

議長   

 再開いたします。本郷委員。 

 

本郷敦子委員 

 工藤明秀さんを指名したいと思います。 

 

議長 

 工藤明秀委員を副会長にということですが皆さんどうでしょうか。 

（全員の賛同） 

 

議長 

全員の賛同を頂いたということでありがとうございます。 

 

議長 

 それでは工藤副会長、就任のあいさつをお願いします。 

 

副会長 

（副会長就任のあいさつ） 

 

議長 

事務局に日程５、議席の決定について説明を求めます。 

 

事務局長 

 日程５について説明いたします。 

議席の決定については竹田市農業委員会会議規則第７条により「くじ」で定めるとなっておりま

す。 

 

議長 

 只今事務局から議席の決定は「くじ」で行うということでございます。ここに用意しています抽

選棒によって行います。この「くじ」を引いた時点で議席を確定することとします。抽選棒を持っ

て事務局職員が回りますので、仮議席１番の委員さんから順に引いてください。名札をもって席の

異動をお願いします。休憩します。 

 

（抽選後、全委員新議席に着席） 
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議長 

 再開いたします。 

日程６、会議録署名委員の指名について事務局の説明を求めます。 

 

事務局長 

 日程６について説明いたします。会議録署名委員の指名については竹田市農業委員会会議規則第

１３条第２項に基づき出席委員の中から２名を指名することとなっております。 

 

議長 

会議録署名委員の指名については、事務局からの説明のとおりでございます。 

議席番号１番 山本昭雄委員、議席番号２番 改木謙士委員の両名を指名いたします。 

 

議長 

 日程７、議案審議に入ります。議案の上程を行います。 

議案第５２号 竹田市農政審議会委員の選出について 

議案第５３号 竹田市農業再生協議会会員の選出について 

議案第５４号 竹田市地積調査推進委員会委員の選出について。 

議案第５５号 竹田市人・農地プラン策定検討委員会委員の選出について。 

議案第５６号 竹田市経営・生産対策推進会議委員の選出について。 

議案第５７号 農地利用最適化推進委員の委嘱について 

以上６案件を提案いたします。始めに第５２号議案から第５６号議案について事務局に提案理由

の説明を求めます。 

 

渡部係長 

 議案書により提案理由の説明を申し上げます。 

議案第５２号 竹田市農政審議会委員の選出については竹田市農政の基本方針を強力にかつ円滑

に推進させる事を目的とした審議会で２０名の委員で構成されており農業委員会から１名の選出と

なっています。 

議案第５３号 竹田市農業再生協議会会員の選出については農業経営の安定と生産力の確保や行

政と農業者団体等との連携構築、地域農業の振興を目的に各種施策について検討、審議を行う協議

会であり１２名で構成されています。農業委員会から１名の選出となります。 

議案第５４号 竹田市地積調査推進委員会委員の選出については地積調査を適正かつ円滑に推進

するための委員会であります。委員１０名以内で構成されており農業委員会から１名の選出となっ

ています。 

議案第５５号 竹田市人・農地プラン策定検討委員会委員の選出については高齢者や後継者不

足、耕作放棄地の解消に向けて「人・農地プラン」の作成を進めており、プラン決定のための関係

機関と地域農業者の代表による検討会であり１０名で構成されています。農業委員会から１名の選

出となっています 

議案第５６号 竹田市経営・生産対策推進会議委員の選出についてですが地域農業推進のための

事業及び活動を関係機関等の連携のもとに緊急かつ組織的、計画的に展開することが重要となって

いることから地域農業者の意向を踏まえつつ地域農業の振興のための推進方法の策定等を行いま

す。委員は大分県豊肥振興局等から構成されています。会議が、竹田地域、荻地域、久住地域、直

入地域で別れて開催されますので、各地域から１名の選出となります。 
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以上で説明を終わります。 

 

議長 

 それでは、議案に対する質疑はありませんか。   

（なしの声あり） 

 

議長 

提案理由に対する質疑を終結して各委員に係る協議を行ないます。ここで休憩いたします。 

 

議長 

 再開します。 

議案第５２号 竹田市農政審議会委員に改木謙士委員 

議案第５３号 竹田市農業再生協議会委員に上野一男委員 

議案第５４号 竹田市地積調査推進委員会委員に本郷敦子委員 

議案第５５号 竹田市人・農地プラン策定検討委員会委員に児玉淳一委員 

議案第５６号 竹田市経営・生産対策推進会議委員に坂本大蔵委員、秦志喜男委員、猪九州男委

員、首藤德子委員が就任することに決まりました。 

 

議長 

 次に、議案第５７号「農地利用最適化推進委員の委嘱について」を議題といたします。事務局か

ら議案の説明を求めます。 

 

渡部係長 

 それでは議案第５７号をご覧ください。農地利用最適化推進委員の委嘱について説明します。推

進委員を委嘱しようとするときはあらかじめ農業委員会が定めた区域ごとに農業者等に対し推進委

員になろうとする者の募集を行い応募した者の情報を公表することになっています。竹田市農業委

員会では３月１日から３月３１日まで募集を行いましたが定数に満たない区域もあったため４月１

１日から４月２４日までに再募集、５月１０日から５月３１日までに再々募集を行った結果、各選

任区域とも定数と同数の応募がありました。農業委員会が推薦及び募集の結果を尊重し農地等の利

用の最適化の推進に熱意と識見を有する方を農地利用最適化推進委員に委嘱します。各選任区域の

定数及び候補者を読み上げます。 

竹田・明治・片ヶ瀬地区 定数２名 大塚昭二郎・和田順次、岡本地区 定数１名 中山章三、

豊岡地区 定数１名 荒巻秀光、玉来地区 定数１名 伊藤良一、松本地区 定数１名 吉野眞

治、入田地区 定数１名 羽田野弘樹、嫗岳地区 定数２名 釘宮永路・入田龍一郎、宮砥地区 

定数２名  河野馨・佐田洋喜、菅生地区 定数２名 工藤豊彦・添田幸生、宮城地区 定数３名 

坂田 康夫・副田博文・渡部誠一、城原地区 定数２名 髙須礼治・本田武範、荻地区 定数３名 

阿南 浩一・戸井田拓也・本田恵三、柏原地区 定数３名 吉良文夫・児玉辰夫・髙倉拓也、久住

地区 定数２名 志賀清隆・白石俊昭、白丹地区 定数２名 佐藤錦也・須藤 武、都野地区 定

数３名 阿曽生善章・廣瀬義則・松尾真晃、長湯地区 定数２名 大久保壯一・那須 光行、下竹

田地区 定数２名 工藤万喜・近藤壽民。  

なお、委員となることができない欠格条項に該当する方はいませんでした。以上です。 

 

議長 

 説明が終わりました。これより質疑に入ります。 
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（ 質疑なし） 

 

議長 

 よろしいですか。それでは採決させていただきます。議案第５７号について原案に賛成の方は挙

手をお願いします。 

（ 全員挙手） 

 

議長 

 全員挙手であります。よって、議案第５７号は、原案のとおり決定いたしました。以上をもちま

して日程のすべてを終了いたしましたので竹田市農業委員会第８回総会を閉会いたします。 

（１４時４０分） 

 

 

 

 

 

令和５年７月２０日 

 

 

竹田市農業委員会会議規則第１３条の規定により署名する。 

 
議  長                     

                                          

 

署名委員                     
                                          

 

署名委員                     
                          

 

 


